
志津川都市計画公園の変更 

〔南三陸町復興整備計画（南三陸町決定）〕 

 

 

 

都市計画公園中１号本浜公園を廃止する。 

 

 「区域は総括図表示のとおり」 

 

理 由 

東日本大震災により志津川市街地の一帯は、津波で大部分の建物が流出する壊滅的な被害

を受け、今後新たな土地区画整理事業を行い、市街地復興を行うこととしている。 

このことから、新たな志津川地区被災市街地での復興まちづくりにおいて、都市計画公園

の再配置を行うため、都市計画公園を廃止するものである。 
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公園１　本浜公園　約0.1ha
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志津川都市計画公園の廃止
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   １   本浜公園  約0.1ha


